
宇
佐
ハ
幡
は

　
　
な
ぜ
天
皇
家
の
祖
廟
か

　
全
国
い
た
る
所
に
ハ
幡
社
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
一
説
に
は
四
万

社
（
「
八
幡
信
仰
」
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

別
府
市
内
の
八
幡
社
は
、
朝
見
ハ
幡
・
竃
ハ
幡
・
天
間
ハ
幡
・
痢

成
の
大
神
峯
神
社
の
四
社
で
あ
る
。

　
（
ハ
幡
石
垣
社
と
東
山
ハ
幡
は
除
外
す
る
。
そ
の
理
由
は
「
ま
と

め
」
の
項
に
記
す
）

　
全
国
八
幡
社
の
本
宮
の
宇
佐
ハ
幡
宮
は
、
皇
室
よ
り
天
皇
家
の

始
祖
神
を
祀
る
祖
廟
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
に
次
い
で
崇
敬
さ
れ
て

い
る
。

　
伊
勢
神
宮
は
、
「
古
事
記
」
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
皇

祖
天
照
大
御
神
を
祀
っ
て
い
る
の
で
、
祖
廟
と
い
わ
れ
る
の
は
判

る
が
、
宇
佐
八
幡
宮
が
第
二
の
祖
廟
と
い
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
か
…
…
？
・

安
　
部
　
和
　
也

　
宇
佐
ハ
幡
の
祭
神
で
、
天
皇
家
の
始
祖
神
に
あ
た
る
神
は
、
一

体
ど
の
神
だ
ろ
う
か
…
…

祭
神
は
、
一
の
御
殿
が
八
幡
神
（
八
幡
大
菩
薩
）
の
ホ
ム
タ
ワ
ケ

ノ
ミ
コ
ト
（
応
神
天
皇
）
。

二
の
御
殿
が
、
比
売
神
の
宗
像
三
女
神
（
タ
ギ
ツ
ヒ
メ
・
イ
チ
キ

シ
マ
ヒ
メ
・
タ
ギ
リ
ヒ
メ
）
。

三
の
御
殿
が
、
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
の
神
功
皇
后
と
な
っ
て
い

る
。

　
応
神
天
皇
（
ホ
ム
タ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
）
は
、
「
記
紀
」
に
よ
る

十
五
代
の
天
皇
。
宗
像
三
女
神
は
、
皇
祖
神
天
照
大
御
神
と
弟
神

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
と
の
誓
約
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
、
タ
ギ
ツ
ヒ

メ
・
イ
チ
キ
シ
マ
ヒ
メ
・
タ
ギ
リ
ヒ
メ
の
三
女
神
で
あ
る
。

神
功
皇
后
は
、
応
神
天
皇
の
母
君
に
あ
た
ら
せ
ら
れ
る
。
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宇
佐
ハ
幡
が
、
祖
廟
と
い
わ
れ
だ
し
た
の
は
何
時
頃
の
こ
と
で
、

そ
の
根
拠
は
な
ん
だ
ろ
う
か
…
…
９
。

　
ハ
幡
信
仰
研
究
の
大
権
威
者
中
野
播
能
氏
は
、
ハ
幡
大
菩
薩
が

天
安
三
年
（
八
五
九
）
二
月
二
日
に
「
我
今
帝
（
清
和
天
皇
）
を

守
護
し
奉
ら
ん
と
し
て
京
都
に
座
し
…
…
朝
廷
を
守
護
し
奉
る
…
…
」

と
の
託
宣
に
よ
っ
て
、
岩
清
水
ハ
幡
宮
の
勧
請
が
勅
名
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
と
、
著
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
文
徳
天
皇
の
第
四
皇
子
で
あ
っ
た
九
歳
の
惟

仁
親
王
（
清
和
天
皇
）
が
、
上
の
皇
子
を
さ
し
お
い
て
の
即
位
を

祈
願
し
、
無
事
即
位
（
八
五
八
年
）
出
来
た
こ
と
に
対
し
て
の
、

「
御
礼
」
に
岩
清
水
の
勧
請
が
行
わ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
ま
た
中
野
氏
は
、
白
河
天
皇
（
一
〇
七
二
）
は
岩
清
水
を
国
家

の
祖
廟
と
し
、
八
幡
大
菩
薩
を
鎮
護
国
家
の
霊
神
と
し
て
除
病
延

命
を
祈
ら
れ
た
。
鳥
羽
（
一
一
〇
七
）
・
後
白
河
（
一
一
五
五
）

両
天
皇
も
、
岩
清
水
に
深
く
信
仰
を
さ
さ
げ
ら
れ
、
永
久
元
年

こ
一
石
一
）
の
御
願
文
に
は
「
大
菩
薩
は
国
家
の
宗
廟
と
御
坐

て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
岩
清
水
ハ
幡
は
、
伊
勢

宗
廟
に
次
ぐ
宗
数
的
権
威
を
得
た
の
だ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
八
幡
大
菩
薩
が
皇
室
の
崇
敬
を
受
け
た
の
に
は
、
託
宣
に
よ
る

.
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奈
良
大
仏
の
鋳
造
（
七
四
九
）
、
道
鏡
の
奸
謀
阻
止
（
七
六
九
）
、

平
将
門
・
藤
原
純
友
の
反
乱
の
鎮
圧
（
九
四
一
）
等
の
成
功
に
対

す
る
謝
恩
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
皇
位
継
承
に
係
わ

る
託
宣
（
道
教
事
件
・
清
和
天
皇
の
即
位
）
に
重
き
が
お
か
れ
た

も
の
と
お
も
え
る
。

　
祖
廟
と
し
て
、
皇
室
よ
り
崇
敬
さ
れ
た
の
は
岩
清
水
ハ
幡
で
あ
っ

た
の
が
、
岩
清
水
の
元
宮
宇
佐
八
幡
も
岩
清
水
と
同
じ
く
祖
廟
と

し
て
崇
敬
さ
れ
だ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
祖
廟
と
い
わ
れ
た
ハ
幡
大
菩
薩
は
い
か
な
る
神
か
…
…

　
神
様
で
あ
る
ハ
幡
神
が
、
な
ぜ
仏
法
に
帰
依
し
て
ハ
幡
大
菩
薩

と
な
っ
た
の
か
。

　
小
山
田
社
の
ハ
幡
神
が
小
椋
山
の
新
社
殿
に
移
る
に
は
、
ハ
幡

神
自
身
も
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
ご
こ
く
れ
い
け
ん
い
り
ょ
く
じ
ん
つ
う
だ
い
ぽ
さ
っ

め
ハ
幡
神
は
、
「
護
国
霊
験
威
力
神
通
大
菩
薩
」
を
名
乗
り
変
身

し
た
。
そ
れ
は
、
聖
武
天
皇
の
国
分
寺
ｓ
東
大
寺
大
仏
の
造
立
に

よ
っ
て
、
仏
教
が
国
教
と
し
て
統
一
さ
れ
た
の
で
、
今
ま
で
の
弥

勒
の
ハ
幡
信
仰
も
、
必
然
的
に
観
音
の
八
幡
信
仰
に
変
わ
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
現
象
で
あ
ろ
う
。
（
「
八
幡
信
仰
」
）
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ハ
幡
神
を
大
菩
薩
に
し
た
の
は
、
僧
法
蓮
と
い
わ
れ
て
い
る
が
・
・
・
？

　
八
幡
神
は
、
宇
佐
国
造
氏
（
ウ
サ
ツ
ヒ
コ
・
ウ
サ
ツ
ヒ
メ
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら
い
し
ぞ
く
は
た
け
い
か
ら
し
ま
す
ぐ
る
し

孫
）
が
祀
る
「
比
売
神
」
、
渡
来
氏
族
秦
系
辛
島
勝
氏
が
祀
る

　
か
ら
く
に
　
か
み
　
　
や
ま
と
お
お
み
わ

「
辛
国
の
神
」
、
大
和
大
三
輪
系
シ
ャ
ー
マ
ン
大
神
氏
が
奉
ず
る

「
応
神
天
皇
の
神
霊
」
、
辛
国
神
と
応
神
神
霊
が
合
体
し
て
誕
生
し

た
「
新
た
な
神
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
八
幡
神
は
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
託
宣
を
だ
す
シ
ャ
ー
マ
ン
の
神
で
、
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
ハ
幡
神
と
は
、
八
幡
宮
の
前
身
鷹
居
社
の
創
建
（
後
記
）
を
考

え
る
と
、
辛
国
神
と
応
神
神
霊
と
が
合
体
さ
せ
ら
れ
て
、
誕
生
し

た
「
新
し
き
神
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
比
売
神
は
、
一
の
御
殿
の
ハ
幡
神
と
は
別
に
、
二
の
御
殿
の
祭

神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
の
で
、
八
幡
神
と
は
い
え
な
い
。

　
辛
国
神
は
渡
来
神
で
、
い
く
ら
辛
島
勝
氏
が
勢
力
を
持
っ
て
い

た
と
は
い
え
、
皇
祖
タ
カ
ム
ス
ピ
ノ
神
を
祖
神
と
す
る
宇
佐
国
造

氏
を
、
開
発
領
主
と
仰
ぐ
宇
佐
国
の
先
住
族
（
倭
人
）
は
、
国
神

（
土
地
神
）
を
さ
し
お
い
て
渡
来
神
を
氏
神
と
す
る
こ
と
に
、
同

意
は
し
な
か
っ
た
と
お
も
え
る
の
で
八
幡
神
と
は
言
い
難
い
。

　
宇
佐
国
の
領
主
宇
佐
国
造
氏
は
、
「
磐
井
の
乱
」
（
五
二
七
）
で

磐
井
に
組
し
て
大
和
政
権
に
反
抗
し
た
た
め
、
山
奥
（
安
心
院
か
）

に
螢
居
さ
せ
ら
れ
た
。
宇
佐
国
造
氏
が
去
っ
た
後
の
宇
佐
は
、
辛

島
勝
氏
の
渡
来
文
化
が
既
存
の
宇
佐
国
造
文
化
を
駆
逐
し
た
た
め

宇
佐
国
造
氏
の
主
流
は
、
遠
賀
川
流
域
の
水
沼
氏
の
元
に
落
ち
延

び
、
そ
の
他
は
山
岳
に
入
っ
て
山
岳
宗
教
を
積
ん
だ
と
い
わ
れ
て

い
る
。

　
か
っ
て
宇
佐
国
造
氏
が
、
本
拠
地
と
し
て
い
た
宇
佐
川
の
東
岸

鷹
居
に
、
貳
倣
五
年
（
五
九
二
）
辛
島
勝
氏
は
辛
国
神
の
宮
柱
を

立
て
た
。
（
宮
柱
と
は
神
が
降
臨
す
る
た
め
の
「
依
り
代
」
）
と
い

う
こ
と
は
、
六
世
紀
末
に
は
宇
佐
国
造
氏
は
宇
佐
の
地
を
離
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

　
応
神
信
仰
を
奉
じ
た
大
三
輪
山
系
（
国
神
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
カ

ミ
を
祭
神
と
す
る
大
神
神
社
）
シ
ャ
ー
マ
ン
大
神
比
義
が
、
宇
佐

に
乗
り
込
ん
で
き
た
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
岩
清
水
文
書

「
大
神
田
麻
呂
解
状
」
よ
り
計
算
す
る
と
、
比
義
は
敏
速
こ
一
年

（
五
八
三
）
に
宇
佐
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
大
神
比
義
が
宇
佐
に
入
っ
た
の
は
、
通
説
で
は
辛
島
勝
氏
の
高

度
な
文
化
を
蘇
我
氏
が
利
用
す
る
た
め
と
な
っ
て
い
る
が
・
…
…
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雄
略
天
皇
が
病
気
の
時
、
物
部
氏
は
豊
國
奇
巫
を
宮
中
に
参
内

さ
せ
て
天
皇
の
病
気
を
全
快
さ
せ
た
よ
う
に
、
豊
國
の
シ
ャ
ー
マ

ン
（
辛
島
氏
）
と
物
部
氏
と
は
、
既
に
関
係
が
樹
立
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
蘇
我
氏
は
む
し
ろ
物
部
氏
と
辛
島
勝
氏
と

の
関
係
を
絶
つ
た
め
に
、
大
神
氏
を
宇
佐
に
派
遣
し
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
当
時
の
物
部
・
蘇
我
の
両
氏
は
、
仏
教
問
題
で
対
立
し
崇
仏
派

の
蘇
我
氏
と
排
仏
派
の
物
部
氏
と
が
権
力
争
い
を
し
て
い
た
時
代

な
の
で
、
如
何
に
中
央
で
は
豊
國
の
辛
島
勝
氏
を
高
く
評
価
し
て

い
た
か
、
こ
の
こ
と
で
想
像
で
き
る
。

　
宇
佐
の
宮
社
認
定
問
題
で
、
辛
島
勝
氏
は
辛
國
神
を
、
大
神
氏

は
応
神
神
霊
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
張
し
て
譲
ら
ず
、
そ
の
対
立
は

熾
烈
を
極
め
た
。

　
僧
法
蓮
（
大
和
政
権
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
医
術
僧
）
に
よ
っ

て
、
辛
國
神
と
応
神
神
霊
と
を
合
体
さ
せ
た
八
幡
神
を
誕
生
さ
せ
、

鷹
居
社
に
祀
る
こ
と
（
八
幡
宮
の
創
始
）
で
妥
協
が
図
ら
れ
、
新

し
き
八
幡
神
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
鷹
居
社
の
ハ
幡
神
は
、
小

山
田
社
・
小
椋
山
と
移
転
し
て
現
在
の
宇
佐
ハ
幡
宮
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
皇
室
の
祖
廟
ハ
幡
大
菩
薩
の
誕
生
に
係
わ
っ

、
、
’
″
‐
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１
戈
笠
な
郊
丿
塚
弩

た
の
は
、
大
神
氏
と
辛
島
勝
氏
と
僧
法
蓮
で
、
宇
佐
國
造
氏
は
関

係
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
う
す
る
と
宇
佐
国
造
氏
の
氏
神
は
、
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
…
…
。

　
宇
佐
国
造
氏
の
祖
神
は
、
初
め
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ
で
あ
っ

た
の
が
、
大
和
政
権
時
代
に
は
「
先
代
旧
事
本
紀
」
（
各
氏
族
・

各
地
に
伝
承
さ
れ
た
史
書
）
「
天
孫
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
ノ

ミ
ク
ダ
リ
ノ
カ
ミ
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
の
皇
祖
神
で
あ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ピ
ノ
カ
　
　
3
8

ミ
を
、
臣
家
の
祖
神
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
や
も
え
ず
孫
の
　
　
一

ア
メ
ノ
ミ
ク
ダ
リ
ノ
カ
ミ
を
祖
神
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

想
像
さ
れ
る
が
。
そ
の
ア
メ
ノ
ミ
ク
ダ
リ
ノ
カ
ミ
は
、
現
在
の
宇

佐
ハ
幡
二
の
御
殿
に
比
売
神
（
宗
像
三
女
神
）
と
し
て
祀
ら
れ
て

い
る
。

　
辛
島
勝
氏
の
渡
来
文
化
に
、
追
わ
れ
宇
佐
の
地
を
離
れ
た
宇
佐

国
造
氏
の
跡
は
、
宗
像
神
を
祖
神
と
す
る
下
毛
宇
佐
氏
（
豊
前
海

氏
）
が
、
辛
島
勝
氏
と
の
取
引
に
よ
っ
て
宇
佐
氏
を
嗣
い
だ
。

（
宇
佐
国
造
氏
の
宇
佐
君
氏
と
下
毛
宇
佐
氏
・
後
の
法
蓮
系
宇
佐

｜



公
氏
と
は
同
じ
宇
佐
氏
で
も
別
系
統
が
考
え
ら
れ
る
）

　
宇
佐
の
宮
社
認
定
で
誕
生
し
た
八
幡
神
が
、
鷹
居
社
・
小
山
田

社
を
経
て
小
椋
山
に
鎮
座
（
七
三
五
）
し
て
か
ら
八
年
後
（
七
三

三
）
に
、
宗
像
三
女
神
は
比
売
神
社
と
し
て
ハ
幡
神
宮
の
二
殿
に

併
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
宇
佐
國
造
氏
の
祖
ウ
サ
ツ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
宇
佐
祖
神
社
と

し
て
摂
社
（
土
地
神
）
に
記
ら
れ
て
い
る
。

一
、
応
神
信
仰

　
応
神
（
ホ
ム
タ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
）
天
皇
が
、
最
初
の
人
格
神
と

し
て
何
故
宇
佐
に
記
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。

　
出
自
に
つ
い
て
は
、
神
功
皇
后
の
三
韓
征
伐
に
胎
中
天
皇
と
し

て
従
軍
し
、
九
州
で
生
ま
れ
た
こ
と
だ
け
で
、
一
説
で
は
父
君
も

定
か
で
な
い
が
、
九
州
の
豪
族
の
出
で
祖
先
は
外
来
氏
族
と
の
説

が
あ
る
。

　
御
母
神
功
（
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
）
皇
后
に
従
っ
て
大
和
に

帰
還
（
応
神
天
皇
の
東
征
）
の
途
中
、
仲
哀
天
皇
の
皇
子
に
抵
抗

さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
撃
ち
破
っ
て
河
内
に
上
陸
、
大
和
を
征
服
し

て
河
内
王
朝
を
成
立
さ
せ
、
後
ヤ
マ
ト
を
も
征
服
統
一
し
て
天
皇

と
な
っ
た
。
（
大
和
は
現
奈
良
県
、
ヤ
マ
ト
は
九
州
か
ら
関
東
を

指
す
）

　
生
前
の
本
人
の
業
績
に
よ
っ
て
贈
ら
れ
る
謐
号
（
称
号
）
で
、

「
神
」
の
一
字
が
贈
ら
れ
て
い
る
の
は
初
代
神
武
天
皇
（
ハ
ッ
ク

ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
）
　
・
一
〇
代
崇
神
天
皇
（
ハ
ッ
ク
ニ
シ

ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
）
・
一
五
代
応
神
天
皇
（
ホ
ム
タ
ワ
ケ
ノ
ミ

コ
ト
）
の
三
人
だ
け
で
あ
る
。

　
神
武
天
皇
以
下
九
代
開
化
天
皇
ま
で
の
天
皇
は
、
架
空
の
創
作

さ
れ
た
天
皇
で
初
代
の
大
王
（
天
皇
）
は
、
九
州
か
ら
東
征
し
て

大
和
政
権
を
樹
立
し
た
崇
神
天
皇
と
み
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い

る
。

　
応
神
天
皇
も
九
州
か
ら
東
征
し
て
ヤ
マ
ト
を
統
一
し
た
天
皇
で
、

現
在
の
天
皇
家
の
始
祖
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
神
武
天
皇
の
東
征
神
話
は
、
崇
神
天
皇
と
応
神
天
皇
の
東
征
実

話
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
日
本
天
皇
陵
の
ベ
ス
ト
三
は
、
河
内
に
造
ら
れ
た
河
内
王
朝
の

巨
大
古
墳
の
仁
徳
天
皇
陵
・
応
神
天
皇
陵
・
履
中
天
皇
陵
で
、
そ

れ
は
河
内
王
朝
が
如
何
に
巨
大
な
権
力
を
備
え
て
い
た
か
を
証
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
偉
大
な
る
河
内
王
朝
の
始
祖
の
応
神
天
皇
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と
、
倭
國
と
し
て
始
め
て
海
外
に
進
出
し
た
御
母
神
功
皇
后
と
を
、

母
子
神
と
し
た
母
子
信
仰
が
九
州
で
発
生
、
大
和
で
応
神
信
仰
と

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
八
幡
大
菩
薩
は
、
応
神
の
神
と
辛
國
神
と
が
合
体
し
た
ハ
幡
神

で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
何
時
頃
か
応
神
ハ
幡
と
単
独
で
い
わ

ら

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
に
、
八
幡
神
に
一
品
の
叙
位
が
あ

り
こ
の
叙
位
は
、
ハ
幡
神
は
応
神
天
皇
の
神
霊
で
あ
る
と
の
前
提

に
も
と
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
弘
仁
こ
一
年

　
　
　
　
　
　
か
ん
ふ
　
　
く
だ
ん
の
だ
い
ぽ
さ
つ
は
　
こ
れ
ほ
ん
だ
す
め
ら
ぎ
の
み
た
ま

（
八
一
こ
の
官
符
に
「
件
大
菩
薩
、
是
亦
太
上
天
皇
霊
也
」
と

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
ハ
幡
大
菩
薩
は
、
お
そ
く
と
も
ハ
世
紀
中
期
に

は
応
神
ハ
幡
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
宇
佐
ハ
幡
官
の
神
殿
の
配
列
は
、
神
殿
に
向
か
っ
て
左
よ
り
応

神
天
皇
を
祀
る
一
の
御
殿
。
真
中
が
比
売
神
を
祀
る
二
の
御
殿
。

右
側
は
神
功
皇
后
を
祀
る
三
の
御
殿
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
な

上
座
下
座
の
常
識
で
御
殿
配
列
を
見
た
場
合
、
上
座
は
真
中
の
比

売
神
。
次
の
座
は
右
側
の
神
功
皇
后
。
下
座
が
左
側
の
応
神
天
皇

と
な
る
。
こ
の
配
列
は
、
比
売
神
（
崇
り
神
）
を
応
神
・
神
功
の

両
神
で
封
じ
込
め
た
も
の
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。

　
天
子
南
面
し
て
東
に
座
す
。
南
に
向
か
っ
て
東
側
が
上
座
、
太

陽
の
出
る
方
が
上
座
と
古
く
よ
り
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え

方
に
よ
る
上
座
は
三
の
御
殿
。
次
の
座
は
二
の
御
殿
。
下
座
が
一

の
御
殿
と
な
る
。

　
最
も
一
般
的
な
見
方
を
す
る
と
、
応
神
神
霊
（
八
幡
神
）
は
宇

佐
八
幡
宮
の
主
祭
神
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
な
い
の
は
一
体
ど
う

し
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

　
宇
佐
八
幡
の
正
式
な
呼
称
（
延
喜
式
）
は
宇
佐
神
宮
で
、
八
幡

大
菩
薩
宇
佐
官
と
、
比
売
神
社
と
、
大
帯
姫
廟
神
社
の
そ
れ

ぞ
れ
独
立
し
た
三
ケ
所
の
神
社
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
各
殿
は
、
小
椋
山
に
南
面
し
て
ハ
幡
造
り
で
並
び
建
ち
、
西
よ

り
一
の
御
殿
、
二
の
御
殿
、
三
の
御
殿
と
称
し
、
神
亀
二
年
、
天

平
元
年
、
弘
仁
一
四
（
八
二
三
）
年
の
造
立
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

比
売
神
（
後
記
）
を
配
祀
神
と
し
て
神
社
に
奉
斎
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
第
一
殿
を
主
祭
神
の
鎮
ま
り
座
す
御
殿
と
し
、
第
二
殿
以

下
を
配
祀
神
の
殿
舎
と
す
る
と
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
宇
佐
神

宮
の
主
祭
神
は
、
第
一
殿
の
応
神
天
皇
で
あ
る
。
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ニ
、
辛
國
神

　
辛
（
韓
）
國
と
は
、
現
在
の
朝
鮮
半
島
南
部
を
さ
し
て
い
る
。

辛
島
勝
氏
が
新
羅
系
渡
来
氏
族
秦
氏
の
一
族
と
い
わ
れ
て
い
る
の

で
、
奉
ず
る
辛
國
神
は
新
羅
神
で
あ
ろ
う
。

　
　
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
秦
氏
は
百
済
系
と
さ
れ
て
い
る
が
、
香

春
の
銅
の
精
錬
の
事
実
か
ら
、
古
代
日
本
の
銅
の
採
鉱
・
鋳
造
技

術
は
、
新
羅
系
秦
氏
が
統
括
し
て
い
た
と
の
文
献
（
『
秦
氏
の
研

究
』
）
よ
り
、
辛
島
勝
氏
を
新
羅
系
と
考
え
た
。

　
秦
氏
は
、
中
国
系
（
秦
の
始
皇
帝
）
を
祖
先
に
持
ち
、
新
羅
を

経
て
新
し
い
文
化
を
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
日
本
で
、
神
社
が
造
ら
れ
神
主
に
よ
っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
古
墳
時
代
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以

前
は
、
自
然
の
全
て
に
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
の
考
え
方
（
八
百
万

の
神
）
の
、
精
霊
崇
拝
が
行
わ
れ
て
い
た
。
原
始
の
信
仰
に
は
、

神
と
人
間
の
間
に
神
の
命
令
を
聞
い
た
り
、
神
に
祈
り
を
捧
げ
た

り
の
た
め
に
、
中
継
ぎ
役
の
シ
ャ
ー
マ
ン
（
巫
女
）
が
必
要
で
あ
っ

た
。

　
　
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
、
卑
弥
呼
は
「
鬼
道
に
つ
か
え
、
よ
く
衆

を
惑
わ
す
」
と
記
さ
れ
て
お
る
。
こ
の
中
国
で
い
う
鬼
道
と
は
、

シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ
る
託
宣
（
神
の
お
告
げ
）
が
全
て
を
決
し
て
い

た
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
シ
ャ
ー
マ
ン
の
神
は
、

北
辰
（
天
子
の
座
す
所
、
又
北
極
星
を
指
す
）
神
で
、
道
教
の
最

高
神
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
邪
馬
台
国
及
び
宇
佐
国
は
、
紀
元
前

二
〇
七
年
除
福
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
、
と
思
わ
れ
る

中
国
の
道
教
思
想
（
信
仰
）
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
秦
氏
の
奉
ず
る
辛
国
神
（
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
神
・
北
辰
の
神
）

を
、
僧
法
蓮
は
「
北
辰
神
も
応
神
神
霊
も
全
く
同
体
の
弥
勒
神
で

あ
る
」
と
い
っ
て
、
「
八
幡
神
」
誕
生
さ
せ
て
い
る
。
辛
国
神
は
、

『
承
和
縁
起
』
に
「
・
：
宇
佐
郡
辛
国
宇
豆
高
島
天
降
座
・
：
」
と
あ

る
。

　
応
神
神
霊
も
『
承
和
縁
起
』
に
欽
明
天
皇
の
御
代
に
、
「
宇
佐

郡
辛
国
宇
豆
高
島
天
降
座
」
と
。
ま
た
「
…
右
大
御
神
者
品
太
天

皇
御
霊
也
…
」
と
記
さ
れ
、
辛
国
神
も
応
神
神
霊
も
シ
ャ
ー
マ
ン

の
神
で
、
降
臨
し
た
の
も
同
じ
辛
国
村
の
地
で
あ
っ
た
。
「
承
和

縁
起
」
は
、
僧
法
蓮
と
同
じ
く
辛
国
神
と
応
神
神
霊
は
、
同
体
と

の
考
え
に
も
と
ず
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
万
世
一
系
」
の

天
皇
の
神
霊
と
、
渡
来
人
の
神
と
が
同
体
と
い
う
考
え
方
が
、
承

和
年
代
（
八
三
四
～
八
四
七
）
に
通
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
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四

応
神
天
皇
（
ホ
ム
タ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
）
は
渡
来
氏
族
の
出
で
あ
る

と
、
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
天
武
天
皇
（
六
七
三
～
六
八
六
）
に
よ
っ
て
「
皇
位
」
は
、
皇

祖
天
照
大
御
神
よ
り
万
世
一
系
で
あ
る
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
た

の
こ
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″

　
Ｉ

三
、
二
の
御
殿
の
祭
神
比
売
神
に
つ
い
て

　
比
売
神
の
実
体
は
、
神
武
天
皇
の
御
母
タ
マ
ヨ
リ
姫
と
か
、
宗

像
三
女
神
と
か
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
神
と
か
、
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼

だ
と
の
説
も
あ
る
。

　
応
神
信
仰
の
項
で
記
し
た
様
に
比
売
神
と
は
、
定
義
で
は
「
単

な
る
御
前
（
女
神
の
神
号
）
の
神
と
し
て
、
神
社
に
祭
神
と
し
て

奉
斎
す
る
に
当
た
り
、
主
祭
神
に
副
へ
て
祀
る
神
を
い
う
。
第
一

殿
を
、
主
祭
神
の
鏃
ま
り
座
す
御
殿
と
し
、
第
二
殿
以
下
を
配
祀

神
の
殿
舎
と
し
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
現
在
二
の
御
殿
の
祭
神
比
売
神
は
、
宗
像
三
女
神
と
な
っ
て
い

る
。
『
宗
像
神
社
史
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
天
照
大
神
は
三
女
神
を
生
み
、
こ
れ
を
葦
原
中
国
の
宇
佐
島

　
に
天
降
ら
せ
、
そ
の
道
中
に
い
て
、
天
孫
を
助
け
奉
り
、
天
孫

　
に
祭
か
れ
よ
と
の
詔
を
下
し
た
…
…
」

神
勅
を
要
約
す
る
と
、
「
天
照
大
御
神
は
宗
像
三
女
神
に
対
し
て
、

三
女
神
は
先
ず
道
の
中
即
ち
九
州
北
辺
の
地
に
天
降
り
、
天
孫
の

大
業
を
輔
翼
し
て
、
天
孫
よ
り
手
渥
い
奉
斎
を
受
け
さ
せ
ら
れ
よ
」

と
仰
せ
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
三
女
神
の
降
臨
の
地
を
「
は
じ
め
豊
國
の
宇
佐
島
に
天

降
ら
れ
た
が
、
後
海
北
道
中
（
三
韓
往
来
の
道
中
）
に
遷
ら
れ
た
」

と
の
説
も
あ
る
。
神
話
に
よ
る
と
、
天
照
大
御
神
と
ス
サ
ノ
オ
ノ

々
｀
コ
ト
と
の
誓
約
に
よ
っ
て
、
天
照
大
御
神
よ
り
生
ま
れ
た
三
女
　
　
一

神
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
子
、
ス
サ
ノ
オ
が
生
ん
だ
五
男
禰
‥
は
、
　
4
2

天
照
大
御
神
の
子
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
「
日
本
の
歴
史
」
の
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
に
つ
い
て
の
文
中
に
、

「
宇
佐
」
の
地
名
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ス
サ
ノ
オ
。
彼
は
西
暦
こ
Ｉ
〇
年
頃
、
出
雲
の
國
に
生
ま
れ
た
。

当
時
人
々
が
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
と
呼
ん
で
恐
れ
て
い
た
豪
族
を
討

伐
し
て
、
一
躍
出
雲
の
覇
者
と
な
っ
た
。
…
…
…
｝
」
ｙ
っ
し
て
ス
サ

ノ
オ
は
、
日
本
列
島
の
開
拓
と
統
一
に
と
い
う
見
果
て
ぬ
夢
に
向

か
っ
て
邁
進
す
る
。

　
瀬
戸
内
海
航
路
の
掌
握
。
山
陽
道
か
ら
近
畿
地
方
へ
か
け
て
の



遠
征
。
そ
し
て
九
州
の
制
覇
。
彼
は
日
向
の
イ
ザ
ナ
ギ
ー
族
を
降

伏
さ
せ
る
と
、
大
分
県
の
「
宇
佐
」
に
九
州
統
治
の
都
を
置
き
出

雲
か
ら
筑
紫
に
ま
た
が
る
大
国
の
王
と
な
っ
た
」
と
。

　
出
雲
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
の
国
譲
り
の
神
話
か
ら
、
ニ
ニ
ギ

ノ
ミ
コ
ト
の
降
臨
前
の
葦
原
の
中
つ
国
は
、
ス
サ
ノ
オ
ー
族
が
統

治
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
る
が
。

　
出
雲
大
社
（
ス
サ
ノ
オ
の
子
孫
・
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
が
祭

神
）
と
宇
佐
ハ
幡
は
、
二
拝
四
拍
一
礼
の
作
法
で
参
拝
す
る
。
こ

の
作
法
は
日
本
国
中
の
神
社
の
中
で
は
、
出
雲
と
宇
佐
の
み
で
あ

る
。
（
こ
の
作
法
は
、
「
崇
り
神
」
に
対
す
る
拝
例
作
法
と
の
説
が

あ
る
が
。
）

　
ま
た
、
宇
佐
八
幡
二
の
御
殿
祭
神
宗
像
三
女
神
の
親
は
、
ス
サ

ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
。
出
雲
大
社
の
祭
神
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
の
祖

先
も
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
サ
ノ
オ
は
、
新
羅

よ
り
出
雲
に
渡
来
（
『
日
本
書
紀
』
）
し
て
お
り
、
辛
国
神
も
新
羅

よ
り
の
渡
来
神
が
考
え
ら
れ
る
。
福
井
県
と
岐
阜
県
に
新
羅
神
社

が
あ
る
。
祭
神
は
両
神
社
と
も
主
祭
神
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
と

し
、
八
幡
大
神
と
か
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
を
副
祀
し
て
い
る
。

　
宇
佐
と
出
雲
と
新
羅
は
、
な
に
か
特
別
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
古
代
史
研
究
者
安
本
美
典
氏
（
産
他
大
学
教
授
）

は
、
邪
馬
台
国
卑
弥
呼
の
こ
と
を
神
話
的
に
伝
え
た
の
が
、
天
照

大
御
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
古
代
の
天
皇
在
位
年
数
は
、
一
代
約
一
〇
年
（
奈
良
朝
七
代
・

七
〇
年
）
と
す
る
と
、
神
武
天
皇
活
躍
年
は
二
八
六
年
前
後
と
な

る
。
そ
れ
よ
り
五
代
（
五
〇
年
）
前
の
天
照
大
御
神
の
時
代
（
二

三
六
年
）
と
卑
弥
呼
時
代
（
二
四
八
年
）
と
が
重
な
り
あ
う
。

安
本
氏
の
説
に
従
う
と
、
二
の
御
殿
の
祭
神
比
光
司
‥
は
卑
弥
呼
で
、

神
話
の
天
照
大
御
神
に
な
る
。
（
大
御
神
の
表
現
は
シ
ャ
ー
マ
ン

を
意
味
す
る
と
の
説
が
あ
る
）

四
、
三
の
御
殿
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
（
神
功
皇
后
）

　
宇
佐
八
幡
宮
は
、
八
幡
宮
と
比
売
神
社
の
二
社
で
あ
っ
た
の
が
、

弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）
に
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
が
大
帯
姫
神

社
と
し
て
併
祀
さ
れ
た
。
併
祀
の
理
由
は
種
々
の
説
が
あ
る
が
、

天
武
天
皇
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
各
地
各
氏
族
に
伝
承
さ
れ
た
歴

史
を
、
一
つ
に
統
一
し
た
歴
史
の
編
纂
『
日
本
書
紀
』
（
七
二
〇
）

が
作
ら
れ
た
。

　
こ
の
「
日
本
書
紀
」
の
一
書
に
は
、
「
神
功
皇
后
は
卑
弥
呼
」
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･

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
最
大
の
理
由
と
思
え
る
が
…
…
。

　
大
和
政
権
を
樹
立
し
た
の
は
、
九
州
か
ら
東
征
し
た
邪
馬
台
国

で
あ
る
と
、
多
く
の
人
々
（
考
古
学
者
を
含
む
）
に
信
じ
ら
れ
て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
神
功
皇
后
の
活
躍
年
代
『
日
本
書
紀
』
紀
年
（
干
支
で
記
す
）

に
よ
る
と
、
神
功
皇
后
が
摂
政
に
な
っ
た
年
は
摂
政
元
年
辛
巳
歳

（
二
〇
一
年
）
で
、
崩
御
さ
れ
た
の
は
摂
政
六
九
年
己
丑
歳
（
二

六
九
年
）
と
な
っ
て
い
る
。
卑
弥
呼
が
死
ん
だ
二
四
八
年
と
、
神

功
皇
后
と
の
死
亡
時
の
ず
れ
は
約
二
〇
年
と
な
る
。
（
「
好
太
王
碑
」

に
記
さ
れ
て
い
る
三
韓
征
伐
は
三
九
一
年
と
あ
り
、
年
代
差
は
百

数
十
年
と
な
る
）
。
「
日
本
書
記
」
の
編
纂
者
達
は
、
卑
弥
呼
は

神
功
皇
后
で
、
邪
馬
台
国
が
東
征
し
て
大
和
政
権
と
な
つ
た
と
考

え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
宇
佐
ハ
幡
宮
が
建
っ
て
い
る
小
椋
山
は
、
前
方
後
円
墳
で
昭
和

一
五
年
の
社
殿
造
営
の
時
、
三
の
御
殿
の
真
下
に
埋
め
ら
れ
て
い

た
と
い
う
石
棺
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
卑
弥
呼
の
墓
に
間
違

い
な
か
ろ
う
と
の
推
測
が
噂
と
な
っ
て
広
ま
り
、
そ
れ
に
併
せ
て

百
体
古
墳
は
、
卑
弥
呼
に
殉
死
さ
せ
ら
れ
た
奴
卑
の
古
墳
で
あ
る

―

ｉ

－

Ｉ

？

ｒ

一

％

　

ｒ

と
想
像
さ
れ
た
。
赤
塚
古
墳
よ
り
の
出
土
の
三
角
神
獣
鏡
を
も
併

せ
考
え
て
、
石
棺
発
見
の
噂
は
邪
馬
台
国
宇
佐
説
に
ま
で
進
展
し

た
。

　
小
椋
山
は
卑
弥
呼
の
墓
場
と
の
説
に
、
考
古
学
者
原
田
大
六
氏

は
次
の
よ
う
に
否
定
し
て
い
る
。

　
「
小
椋
山
は
考
古
学
上
前
方
後
円
墳
と
は
認
め
ら
れ
ず
。
ま
し
て

三
の
御
殿
下
の
石
棺
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
大
正
一
〇
年
前
後
の

噂
が
、
二
千
六
百
年
祭
当
時
（
昭
和
十
五
年
）
の
話
に
置
き
換
え

ら
れ
て
い
る
。
も
し
石
棺
が
事
実
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
オ
キ
ナ
ガ

タ
ラ
シ
ヒ
メ
廟
神
社
と
し
て
併
祀
さ
れ
た
弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）

当
時
の
、
神
功
皇
后
の
御
霊
を
納
め
た
石
造
物
と
み
ら
れ
る
」
と
。

　
宇
佐
ハ
幡
が
建
っ
て
い
る
小
椋
山
を
聖
地
（
廟
）
と
み
る
な
ら

ば
、
馬
城
嶺
を
御
神
体
と
し
た
宇
佐
国
造
氏
は
、
小
椋
山
に
遥
拝

所
を
設
け
「
よ
り
代
」
を
立
て
神
の
降
臨
を
仰
い
だ
聖
地
で
、
あ
っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宇
佐
国
造
氏
の
祖
ウ
サ
ツ
ヒ

コ
・
ウ
サ
ツ
ヒ
メ
の
、
墓
所
と
も
考
え
ら
れ
る
。
神
功
皇
后
も
、

卑
弥
呼
と
同
じ
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
日
本
書
記
』

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
仲
哀
天
皇
は
、
香
椎
の
宮
で
熊

襲
征
伐
を
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
神
功
皇
后
は
神
が
か
り
し
て
「
西
の

λ
ｌ
ｉ
悠
唇
聡
｀
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方
に
国
が
あ
る
。
そ
の
國
（
新
羅
）
は
金
銀
財
宝
が
沢
山
あ
る
。

そ
の
国
を
そ
な
た
に
服
属
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
」
と
の
細
註
を
、
シ
ャ
ー

マ
ン
の
巫
女
神
功
皇
后
の
ロ
を
通
し
て
、
神
の
お
告
げ
を
言
わ
せ

て
い
る
。

　
　
「
日
本
書
紀
」
垂
仁
記
に
よ
れ
ば
、
「
三
年
（
二
Ｉ
四
）
春
三

月
、
新
羅
国
王
の
子
ヒ
ボ
コ
が
帰
化
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ヒ
ボ
コ
が
金
属
精
錬
技
術
集
団
を
率
い
て
渡
来
し
た
こ
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ボ
コ
の
六
代
目
の
孫

タ
カ
ヌ
カ
姫
と
オ
キ
ナ
ガ
ス
ク
ネ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
オ
キ

’

ナ
ガ
タ
ラ
シ
姫
・
神
功
皇
后
で
あ
る
。

香
春
鉱
山
に
は
、
辛
国
オ
キ
ナ
ガ
大
姫
大
目
神
社
が
あ
り
、
そ
の

祭
神
は
神
功
皇
后
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
神
功
皇
后
は
香
春
地
方

の
出
身
と
い
え
る
。

宇
佐
は
邪
馬
台
国
の
宇
佐
か

　
旧
書
に
で
て
く
る
「
倭
」
に
つ
い
て
記
し
て
み
る
。

　
『
漢
書
』
地
理
志
「
夫
れ
楽
浪
海
中
に
倭
人
有
り
、
分
か
れ
て
百

余
喘
を
為
す
」
（
弥
生
時
代
中
期
）
。
『
魏
志
倭
人
伝
』
「
旧
は
百
余

国
、
漢
の
時
朝
見
す
る
者
有
り
、
今
使
役
通
う
所
三
〇
國
」
と
、

「
邪
馬
台
国
に
は
五
万
余
戸
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
三
世

紀
中
期
）
。
ま
た
、
「
後
漢
書
」
倭
伝
「
倭
は
韓
の
東
南
の
大
海
の

中
に
在
り
て
、
山
島
に
依
り
て
居
を
為
す
凡
そ
百
余
国
。
武
帝
が

朝
鮮
を
滅
ぼ
し
て
自
り
使
訳
、
漢
に
通
ず
る
省
三
〇
許
の
国
な
り
」

（
五
世
紀
中
期
）
と
。

　
安
本
美
典
氏
は
、
邪
馬
台
国
は
北
九
州
筑
後
川
全
版
図
と
し
て

い
た
が
、
登
与
（
壱
与
）
の
時
代
に
豊
前
国
京
都
付
近
に
移
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
勢
力
は
東
に
移
り
大
和
政
権
と
な
っ
た
。

「
豊
の
国
」
の
地
名
は
、
人
名
の
登
与
に
関
係
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
後
邪
馬
台
国
の
都
を
安
本
氏
は
、
豊
前
国
京
都
と
考
え
て
い
る

が
、
当
時
の
宇
佐
は
海
人
の
基
地
、
即
ち
豊
予
海
峡
か
ら
瀬
戸
内

海
へ
、
そ
し
て
吉
備
を
径
て
畿
内
に
行
く
時
の
、
ま
た
、
関
門
海

峡
を
抜
け
て
北
九
州
・
朝
鮮
へ
行
く
時
の
、
ル
ー
ト
を
掌
握
出
来

る
一
大
根
拠
地
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
邪
馬
台
国
の
都
を
京
都

よ
り
宇
佐
と
し
た
方
が
、
『
幾
志
倭
人
伝
』
の
邪
馬
台
国
五
万
戸

の
線
に
添
っ
た
見
方
と
お
も
え
る
。

　
狗
奴
国
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
と
は
い
え
、
海
上
交
通
網
を
掌
握

し
て
い
た
邪
馬
台
国
は
、
余
力
の
海
軍
力
と
経
済
力
で
新
天
地
を
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譚

求
め
て
東
進
（
東
征
）
を
行
っ
た
と
考
え
る
と
、
大
和
政
権
は
九

州
宇
佐
を
出
発
地
と
し
て
発
足
し
た
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
古
代
史
研
究
者
水
野
祐
氏
は
、
邪
馬
台
国
と
の
戦
争
に

勝
っ
た
狗
奴
国
は
、
九
州
を
征
服
東
征
し
て
大
和
政
権
を
樹
立
し

た
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
日
本
の
古
代
国
家
の
成
立
の
解
明
を
目
的
と
し
た
大
和
古
墳
群

学
術
発
掘
調
査
で
、
奈
良
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
の
築
造
年
代
は
、
中
国

の
文
献
に
よ
る
邪
馬
台
国
が
存
在
し
た
時
期
の
三
世
紀
前
半
の
前

方
後
円
墳
と
判
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
初
期
大
和
政
権
が
邪
馬
台

国
の
東
征
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
一
歩
近
か

付
い
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

「
天
神
」
の
日
本
征
服

　
『
記
紀
』
に
よ
る
日
本
国
の
成
立
（
大
和
政
権
の
樹
立
）
は
、

日
本
神
話
の
天
神
（
高
天
原
よ
り
の
降
臨
族
）
が
日
本
に
渡
来
し

て
、
そ
こ
に
先
住
し
て
い
た
国
神
（
縄
文
人
）
を
征
服
し
て
、
統

一
国
家
を
造
っ
た
と
な
っ
て
い
る
。

　
天
神
は
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
引
き
連
れ
ら
れ
て
、
高
天
原
よ

り
九
州
に
渡
来
し
た
最
初
の
大
陸
系
集
団
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

‐
.
.
.
.
.
.
‐
‐
‐
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
弓
１
４
凌
恵
一
晨

そ
れ
以
前
に
も
ス
サ
ノ
オ
が
、
新
羅
か
ら
出
雲
に
渡
来
（
『
日
本

書
紀
』
）
し
て
い
る
。

　
ま
た
物
部
氏
の
祖
神
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
も
高
天
原
（
新
羅

か
）
か
ら
河
内
に
降
臨
（
『
先
代
旧
事
本
紀
』
）
し
て
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
、
『
日
本
書
記
』
に
記
さ
れ
て
お
る
ナ
ガ
ス
ネ
ヒ

コ
の
「
帰
順
」
は
、
大
和
は
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
子
孫
が
君
臨
し
て
い

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
降
臨
の
地
が
「
日
向
の
襲
の
高
千
穂
の
峯
」

と
「
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
ク
シ
フ
ル
ノ
ミ
ネ
」
と
の
二
説
の

学
説
が
あ
る
。
高
千
穂
の
峯
の
場
合
は
、
中
国
揚
子
江
下
流
の
江

南
地
区
よ
り
笠
沙
の
岬
に
渡
来
し
た
江
南
族
が
考
え
ら
れ
、
ク
シ

フ
ル
ノ
ミ
ネ
の
場
合
は
南
鮮
（
任
那
）
よ
り
北
九
州
に
渡
来
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
「
騎
馬
民
族
国
家
」
）

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
国
の
内
乱
を
逃
れ
た
王
侯
貴
族
は
、
戦

闘
技
能
集
団
を
含
む
一
族
を
引
き
連
れ
、
食
糧
（
種
子
を
含
む
）

を
携
え
た
あ
る
集
団
は
東
シ
ナ
海
経
由
で
、
ま
た
別
の
集
団
は
朝

鮮
半
島
経
由
し
て
共
に
九
州
に
逃
れ
つ
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　
彼
等
の
高
度
な
文
化
と
強
力
な
軍
事
力
は
、
た
ち
ま
ち
に
し
て

先
佳
織
文
人
を
征
服
し
て
彼
等
の
小
国
家
を
形
成
さ
せ
た
。
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そ
の
彼
等
の
中
で
、
大
和
に
進
出
し
て
国
家
統
一
を
果
た
し
た
も

が
大
王
（
天
皇
）
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
天
皇
家
の
起
こ
り
と
考
え

ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
゛

　
　
『
記
紀
』
に
よ
る
万
世
一
系
の
皇
統
も
、
戦
後
の
歴
史
学
で
は

崇
神
・
応
神
・
継
体
の
各
皇
統
の
存
在
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

応
神
八
幡
の
応
神
天
皇
は
、
万
世
一
系
の
皇
統
に
は
入
ら
な
い
九

州
の
豪
族
の
出
で
、
そ
の
祖
先
は
渡
来
族
と
の
見
方
が
有
力
で
あ

る
。

韓
神

　
宮
内
省
内
に
は
、
韓
神
「
園
神
社
・
韓
神
社
二
座
」
が
祀
ら
れ

て
い
る
。
園
神
は
南
殿
に
韓
神
は
北
殿
に
祀
ら
れ
正
三
位
の
神
格

が
授
け
ら
れ
て
い
た
。

　
韓
神
は
、
高
天
原
を
追
放
さ
れ
て
出
雲
に
降
臨
し
た
ス
サ
ノ
オ

ノ
ミ
コ
ト
の
孫
神
（
古
事
記
）
で
、
朝
鮮
の
神
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
。
『
神
道
火
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
園
神
は
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
カ

ミ
（
韓
神
の
兄
）
。
韓
神
二
座
は
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ
カ
ミ
（
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
）
と
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
カ
ミ
（
渡
来
神
）
の
出
雲
国
造
り

の
神
と
な
っ
て
い
る
。

　
韓
神
祭
は
年
二
回
行
わ
れ
宮
中
よ
り
は
内
侍
。
太
政
官
よ
り
参

議
以
上
が
参
列
す
る
ほ
ど
重
視
さ
れ
た
祭
儀
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉

時
代
よ
り
衰
微
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
『
日
本
書
紀
』
「
崇
神
紀
」
に
よ
る
と
、
宮
殿
内
に
並
ん
で
祀

ら
れ
て
い
た
天
照
大
御
神
と
ヤ
マ
ト
オ
オ
ク
ニ
タ
マ
ノ
カ
ミ
（
オ

オ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
・
韓
神
の
兄
）
の
二
神
は
、
お
互
い
の
神
威

を
恐
れ
日
々
不
安
に
過
ご
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
崇
り
と
な
っ
て

疫
病
が
蔓
延
し
て
、
多
く
の
民
を
死
亡
さ
せ
た
の
で
、
崇
神
天
皇

は
そ
れ
を
憂
い
て
、
天
照
大
御
神
を
皇
居
よ
り
倭
の
笠
縫
邑
に
お

移
し
に
な
ら
れ
た
。
そ
の
後
垂
仁
天
皇
に
よ
っ
て
、
天
照
大
御
神

は
伊
勢
に
遷
座
さ
れ
て
伊
勢
の
大
神
宮
と
な
っ
た
。

　
皇
祖
神
天
照
大
御
神
は
、
皇
居
内
よ
り
追
放
さ
れ
て
い
る
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
出
雲
系
の
神
々
が
宮
城
内
に
祀
ら
れ
て
お
る
こ

と
は
、
崇
神
天
皇
が
出
雲
の
神
々
に
よ
る
國
譲
り
と
、
大
和
の
産

土
神
（
土
地
神
）
は
出
雲
の
神
々
で
あ
る
と
認
め
た
上
、
天
照
大

御
神
を
皇
祖
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
『
記
紀
』
に
よ
る
天
皇
家
の
祖
先
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
、
高
天

際
よ
り
葦
原
の
國
に
降
臨
し
た
と
い
う
神
話
の
高
天
原
は
、
実
際

は
韓
（
辛
）
國
の
こ
と
で
、
祖
国
の
神
（
韓
神
）
を
祀
る
こ
と
は
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子
孫
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
考
え
る
と
天
皇
家
の
祖
国

も
、
宇
佐
辛
島
勝
氏
の
祖
国
も
同
じ
辛
國
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
宮
内
省
に
祀
ら
れ
て
い
る
韓
神
三
座
の
祭
神
は
、
出
雲
國
の
神

の
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
ノ
カ
々
Ｎ
Ｉ
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ
カ
々
へ
●
ス
ク
ナ
ヒ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
み
わ
　
　
　
　
　
　
ｙ

ナ
ノ
カ
ミ
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
柱
の
神
は
大
神
神
社
（
三
輪

山
）
の
祭
神
と
し
て
も
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
桓
武
天
皇
の
御
代
（
七
八
一
～
ハ
○
六
）
宮
中
に
祀
ら
れ
て
い

た
韓
神
三
座
は
、
宮
殿
造
営
の
た
め
他
の
地
に
社
を
遷
つ
そ
う
と

し
た
が
、
「
鎮
護
皇
家
」
の
神
託
が
あ
つ
た
の
で
、
旧
地
の
ま
ま

宮
内
省
所
祭
神
に
し
た
と
い
う
。
（
古
事
談
）

　
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
三
位
が
叙
せ
ら
れ
「
延
喜
式
」
制
で

は
名
神
大
社
に
さ
れ
た
と
い
う
。

応
神
天
皇
と
宇
佐

　
宇
佐
ハ
幡
の
祭
神
応
神
天
皇
の
祖
先
は
渡
来
人
で
、
母
君
神
功

皇
后
も
渡
来
人
新
羅
国
王
の
子
ヒ
ボ
コ
の
七
世
の
孫
に
当
た
る
こ

と
は
前
に
記
し
た
。

　
八
幡
神
は
元
々
は
、
倭
人
の
信
仰
神
で
は
な
く
渡
来
氏
族
の
信

仰
の
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
渡
来
信
仰
の
象
徴
と
し
て
応
神
天
皇
が

‐
ｊ
―
？
ｊ
Ｉ
！
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
歌
海
認
砥
昶
蚤
｀

考
え
ら
れ
、
ハ
幡
神
の
誕
生
の
地
宇
佐
に
ハ
幡
神
応
神
天
皇
が
祀

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
宇
佐
ハ
幡
の
「
白
壁
に
朱
塗
り
柱
」
の
建
造
様
式
は
、
朝
鮮
半

島
の
建
造
物
に
共
通
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
宇
佐
八
幡
が
朝
鮮
半

島
系
の
信
仰
神
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
奈
良
時
代
に
は
、
応
神
天
皇
を
天
皇
家
の
始
祖
神
と
考
え
て
い

た
こ
と
は
、
国
家
に
係
わ
る
事
件
に
は
伊
勢
神
宮
で
は
な
く
、
宇

佐
ハ
幡
に
神
託
を
求
め
て
い
た
こ
と
で
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
応
神

天
皇
が
、
古
代
の
先
進
地
の
畿
内
・
出
雲
・
吉
備
・
筑
前
で
は
な

く
宇
佐
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
幡
神
の
誕
生
地
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
応
神
天
皇
自
身
が
宇
佐
と
特
別

な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
『
宇
佐
ハ
幡
宮
託
宣
集
』
に
は
「
応
神
天
皇
は
大
隅
國
の
辛
国

城
で
降
誕
し
た
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
記
紀
」
で
は
応
神
天
皇
は
、

「
日
向
国
の
美
人
髪
長
姫
（
隼
人
）
を
召
し
た
」
と
あ
り
、
応
神

天
皇
（
ホ
ム
タ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
）
が
「
隼
人
国
の
出
」
を
想
像
さ

せ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

　
応
神
天
皇
が
隼
入
国
の
出
と
な
る
と
、
そ
の
祖
先
は
長
江
下
流

江
南
地
域
か
ら
隼
人
の
地
域
に
渡
来
（
神
話
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
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降
臨
）
し
た
海
人
族
が
考
え
ら
れ
、
八
幡
神
の
「
幡
」
と
は
海
人

の
象
徴
で
あ
る
船
の
帆
を
表
し
た
も
の
で
、
そ
の
名
の
ハ
幡
神
は
、

江
南
の
海
人
族
の
守
り
神
で
あ
ー
だ
‘
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
応
神
天
皇
の
東
征
に
は
、
豊
潤
の
海
部
氏
の
協
力
と
、
彼
等
海

人
の
根
拠
地
宇
佐
か
ら
の
出
発
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
応
神
天
皇

が
海
人
族
の
出
身
で
隼
人
に
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　
五
世
紀
の
始
め
頃
、
ホ
ム
タ
ワ
ケ
な
る
人
物
が
九
州
よ
り
船
出

し
て
河
内
に
上
陸
、
時
の
大
和
王
朝
を
征
服
し
て
河
内
王
朝
を
樹

立
さ
せ
た
。
彼
ホ
ム
タ
ワ
ケ
は
、
九
州
か
ら
関
東
に
至
る
国
々
を

征
服
統
一
し
て
、
ヤ
マ
ト
國
の
大
王
（
天
皇
）
と
な
り
応
神
天
皇

と
な
っ
た
（
古
代
史
の
通
説
）
。

　
こ
の
ホ
ム
タ
ワ
ケ
ノ
の
東
征
・
ヤ
マ
ト
の
統
一
に
は
、
宇
佐
を

根
拠
地
と
し
て
い
る
豊
潤
の
海
部
氏
（
海
人
）
の
協
力
が
な
け
れ

ば
実
現
出
来
な
か
っ
た
と
思
え
る
し
、
応
神
天
皇
の
統
一
国
家
実

現
に
占
め
る
宇
佐
の
地
は
、
い
か
な
る
地
に
も
優
る
関
係
の
地
と

判
断
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

　
天
皇
家
の
祖
先
が
渡
来
人
で
、
宇
佐
ハ
幡
の
主
祭
神
が
渡
来
人

の
信
仰
神
で
あ
っ
た
か
ら
と
て
、
驚
く
こ
と
は
な
い
。

　
以
前
、
時
の
総
理
が
「
日
本
は
古
代
よ
り
の
単
一
民
族
国
家
で

あ
る
」
と
発
言
し
て
物
議
を
か
も
し
た
事
が
思
い
出
さ
れ
る
。
日

本
列
島
の
先
住
人
を
縄
文
人
と
呼
び
、
弥
生
時
代
の
住
人
を
総
称

し
て
「
倭
人
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
日
本
列
島
は
、
縄
文
時
代
の
末
に
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
、

多
数
の
渡
来
人
が
集
団
で
移
住
し
て
来
た
た
め
、
先
住
の
縄
文
人
　
　
一

は
次
第
に
東
北
方
面
に
追
い
や
ら
れ
た
と
の
推
論
は
、
古
代
史
の
　
　
4
9

通
説
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
日
本
人
の
祖
先
は
、
縄
文
人
と
渡
　
　
一

来
人
と
の
混
血
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
倭
人
（
弥
生
人
）
で
あ
る
と

の
説
は
正
し
い
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
渡
来
人
を
祖
先
に
持
つ
ホ
ム
タ
ワ
ケ
は
、
豊
国
の
海
部
氏
の
協

力
援
助
に
よ
っ
て
東
征
を
実
現
し
、
九
州
か
ら
関
東
に
至
る
国
々

を
平
定
統
一
し
て
、
倭
国
（
日
本
）
の
応
神
天
皇
と
な
っ
た
。

　
渡
来
人
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
大
陸
系
の
信
仰
神
（
辛
神
）

が
、
倭
神
（
八
幡
神
）
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
が
宇
佐
の
地

で
あ
り
、
八
幡
信
仰
の
象
徴
の
応
神
天
皇
が
日
本
統
丁
凡
の
出
発
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地
も
宇
佐
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
二
点
が
、
宇
佐
の
地
に
ハ
幡
神
が
祀
ら
れ
た
根
拠
と
考
え

ら
れ
る
。

　
天
皇
家
の
始
祖
は
、
奈
良
時
代
に
は
応
神
天
皇
と
見
ら
れ
て
い

た
（
前
記
）
の
で
、
応
神
天
皇
を
主
祭
神
と
す
る
宇
佐
ハ
幡
が

’

「
天
皇
家
の
祖
廟
」
と
し
て
、
皇
室
及
び
国
民
よ
り
崇
敬
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
別
府
の
八
幡
石
垣
社
と
東
山
八
幡
社
が
、
祭
神
に
八
幡
神
の
応

神
天
皇
（
ホ
ム
タ
ワ
ケ
）
を
祀
っ
て
い
な
い
の
で
、
天
皇
家
の
祖

廟
と
し
て
の
宇
佐
ハ
幡
の
末
社
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
八
幡
石
垣
社
は
、
宇
佐
ハ
幡
系
若
宮
八
幡
社
で
祭
神
は
、
神
功

皇
后
・
比
売
神
と
応
神
天
皇
の
御
子
四
神
と
な
っ
て
お
り
、
東
山

ハ
幡
社
の
祭
神
は
、
仁
徳
天
皇
外
二
柱
と
な
っ
て
い
る
。

　
県
下
に
は
八
幡
神
勧
請
の
神
社
は
六
一
六
社
で
、
内
五
九
社
は

旧
速
見
郡
内
に
あ
る
と
な
っ
て
い
る
も
、
由
緒
明
白
な
の
は
二
Ｉ

社
で
、
創
建
は
奈
良
時
代
が
三
社
、
平
安
時
代
か
九
社
、
鎌
倉
時

代
が
五
社
、
室
町
時
代
が
一
社
、
徳
川
時
代
が
三
社
と
記
さ
れ
て

い
る
（
『
大
分
の
神
々
』
）
。

参
考
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『
ハ
幡
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史
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「
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家
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」

「
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立
の
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密
」
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図
』

『
物
部
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と
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古
代
王
権
』
『
逆
説
の
日
本
史
』

『
古
代
日
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と
海
人
』

『
邪
馬
台
国
は
東
遷
し
た
か
』

『
卑
弥
呼
の
墓
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『
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朝
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史
大
辞
典
』

「
神
道
辞
典
」

『
大
分
県
神
社
名
簿
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